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（経過報告）Jトラスト株式会社の適時開示に係る 

当社の見解に関するお知らせ 

 

 

これまでご報告させていただいている通り、Jトラスト株式会社（東京証券取引所 市場2部

上場）（以下、「Jトラスト」といいます。）の子会社であるJ TRUST ASIA PTE LTD.(以下、

「JTA」といいます。)は、当社子会社のGroup Lease PCL(以下、「GL」といいます。)に対し、

1億8千万米ドル相当の転換社債発行の投資契約の解除及び全額返済の意向の申し入れを行って

おりました。GLといたしましては、JTAからの当該投資契約の解除要件、及び転換社債の早期償

還請求要件は整っていないものの、円満解決に向け誠実に対応を進めるべく連絡を行って参り

ました。 

しかしながら、先日（平成30年1月12日）付で、Jトラストから「（開示事項の経過）当社の

Group Lease PCLに対する現状の認識と今後の予想される方向性について」（以下、「当該適時

開示」といいます。）との公表が行われましたので、当社の見解を以下の通りご報告をさせて

いただきます。 

 

記 

 

１．Jトラストの適時開示に関する当社の事実認識について 

 

（１）当該適時開示には、タイにおいて、JTAは「GL、GLの関連取締役、及び此下益司氏に対し

て補償請求のための訴訟の提起を行い、並びに、GLに対するする会社更生の申立てを行ってお

ります。」との記載がありますが、GLでは訴状を受け取っておらず、及び、申立て内容を把握

しておりませんので詳細に関しては不明です。ただし、タイ王国でGLが会社更生法を適用され

る要件は一切満たされていないと考えております。 

 

（２）当該適時開示には「シンガポールにおいて、Jトラストアジアは、GLの子会社でありシン

ガポールに所在するGroup Lease Holdings Pte. Ltd.、此下益司氏、並びに、Cougar Pacific 

Pte Ltd（シンガポール所在）、Aref Holdings Limited、 

Adalene Limited、Bellaven Limited、及びBaguera Limited（4社ともキプロス所在）に対して

訴訟手続きを開始しております。」との記載がありますが、当該事実は確認できたものの、GL

の子会社等において当該請求を受ける理由は全くありませんので、当社グループと致しまして
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は全面的に争う所存です。 

 

（３）当該適時開示には、シンガポールにおいて、JTAは「Group Lease Holdings Pte. Ltd.、

此下益司氏、及びCougar Pacific Pte Ltdに対する資産凍結命令を取得しております。」との

記載がありますが、当該事実を確認しましたところ、当該適時開示の「資産凍結命令」と表記

された処置はシンガポールにおける[Mareva Injunction]とされる処置であり、当社といたしま

しては「資産保全の仮処分命令」と解釈するのが正確であると考えますので、その内容が正確

に伝わるようご説明させていただきます。 

当該適時開示内の「資産凍結命令」とは、日本で行われる仮差押え等とは異なり、通常の業務

運営上の費用支出や、資産売却、投融資等は認められております。現状の当社子会社の業務に

は、何ら影響をあたえるものではございません。全ての資産について一切使用することができ

なくなる、ないし、資産の全部または一部をJトラストが取得ないし占有する権利を得た、など

の事実誤解を誘導する表記であると考えられますが、現実にはそのようなものでは全くなく、

具体的には、違法な資産隠匿が禁止され、資金移動等を行った後に裁判所に報告義務等が課さ

れるものです。 

今後なんらかの本訴が行われることになりますが、GLHはJトラストとの間に債権債務関係は

なく、濫訴の一種と考えますので適切に対応してまいります。 

 

（４）当該適時開示には「英領バージン諸島において、Jトラストアジアは、A.P.F. Group 

Co., Ltd.[1]、及び此下益司氏に対する資産凍結命令を取得しております。」との記載があり

ますが、当社の親会社であるA.P.F. Group Co., Ltd.及び此下益司氏からは、「英領バージン

諸島の弁護士より請求内容には全く理由がないとの意見を受けており、全面的に争う。」との

見解をいただいております。当社グループといたしましても、本件はタイ証券取引所の処分に

関係しないA.P.F. Group Co., Ltd.を被告とする理由が全く不明で、不当な訴訟であると考え

ております。 

 

２．当社グループの見解と今後の対応について 

 当社グループは、当該適時開示を確認して以下のように考えております。 

 

当該適時開示の記載内容につきましては、Jトラスト等が当社の反論を待たずに行うことがで

きるものを行ったという以上の内容はありません。その記載内容を詳細に確認しても「申し立

てを行った」、「仮処分を得た」という内容に過ぎません。これらは最終的に本訴にて当社の

反論を受けながら、Jトラストが自らの主張を証明しなければ終結しないものであり、最終的な

結論に到達したものでは到底ございません。また、当社の現在の業務に差し障りが出るもので

はありません。 

現状、Jトラスト等の主張を把握することができないことから、現時点では一つ一つの争点に

ついて当社の見解を述べることはできません。いずれにせよ、今後本訴の中で争われる内容で

あり、その際には、当社に十分な反論をする機会が与えられます。ひとつひとつの案件につい

て、当社グループの正当性を説明することになります。個々の訴訟に勝利することにより、当

社グループのステークスホルダーの皆様の疑念や不安を公に払拭できる絶好の機会となると考

えております。当社グループといたしましては、当社グループの資産内容及び、ビジネススキ

ームの強さ、並びに、その適法性には確信を持っており、これらの強い確信を基に反駁して参
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ります。 

 

 GL等に訴状等が送達され、訴訟内容が判明いたしましたら適時開示規則に従い速やかに公表

をさせていただきます。 

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けし

ておりますこと深くお詫び申し上げます。今後さらに慎重に行動し、株主価値の向上に全力を

尽くしてまいります。何卒ご理解いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 


